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午後２時００分 開会 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 出席状況及び定足数の報告 

・定数１８名のうち、１５名の出席 

＜出席委員＞中林会長、垣内委員、大方委員、山口委員、ヨコミゾ委員、 

和泉委員、青柳委員、中澤委員、青鹿委員、鈴木(昇)委員、 

鈴木(恭)委員、春宮委員、大塚委員、佐藤委員、高久委員 

 

４ 議  事 

（１）諮問・審議・答申 

    ・東京都市計画 区域区分の変更について（東京都決定） 

    ・東京都市計画 用途地域の変更について（東京都決定） 

    ・東京都市計画 高度地区の変更について（台東区決定） 

    ・東京都市計画 中高層階住居専用地区の変更について（台東区決定） 

    ・東京都市計画 文教地区の変更について（台東区決定） 

    ・東京都市計画 防火地域及び準防火地域の変更について（台東区決定） 

○事務局 本日は、「用途地域等の一括変更」について、東京都が決定する「区域区分」

及び「用途地域」の変更に関わる都市計画法第１８条の意見照会と、区が決定いたします

「高度地区」「中高層階住居専用地区」「文教地区」「防火地域及び準防火地域」の変更

に関わる都市計画決定について、諮問させていただきます。 

 それでは、諮問につきまして区長の代理として読み上げさせていただきます。 

  

台東区都市計画審議会 会長 中林一樹様  台東区長 服部征夫 

下記のとおり諮問する。 

諮問事項 

東京都市計画区域区分の変更について。 
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東京都市計画用途地域の変更について。 

諮問理由 

   都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第１項の規定に基 

  づく意見照会があったため。 でございます。 

 

  続いて、 

台東区都市計画審議会 会長 中林一樹様 台東区長 服部征夫 

下記のとおり諮問する。 

諮問事項 

東京都市計画高度地区の変更について。 

東京都市計画中高層階住居専用地区の変更について。 

東京都市計画文教地区の変更について。 

   東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更について。 

 諮問理由 

 平成１６年の用途地域等の一斉見直しから１８年が経過し、地形地物等の変更など

により指定状況と現況との不整合などがみられるため。 でございます。 

 

 よろしくご審議の上、答申を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、以降の審議につきましては、会長に議事進行をお願いいたしたいと存じます。

会長、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○会長 ありがとうございます。それから、今日は傍聴希望者がおられないのですけれど

も、原則、台東区都市計画審議会条例に基づいて公開ですので、議事録については公開と

いうことにさせていただくということだけ御了承ください。それでは早速ですが、審議に

入りたいと思います。ただいま諮問がありました用途地域等の一括変更について、事務局

より資料説明をお願いいたします。 

○事務局 説明いたします。冒頭に会長のほうから、おっしゃっていただいたように、本

件につきましては、令和４年３月に開催した当審議会で既に御報告させていただき、審議

をいただいているものでございます。また、その審議で御了承いただいたものを原案とし

て東京都へ提出を既にしております。本日、資料等で提示しております変更内容等も、そ

の原案から一切変わりはございません。改めておさらいのために変更箇所等の概要を説明
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させていただきますが、本日は都市計画決定に向けた手続を進めさせていただきたいと存

じます。 

 まず、資料１を御覧ください。項番１「概要」です。前回の一斉見直しから１８年経過

し、道路などの地形地物の変更により指定状況との不整合が生じている箇所があり、東京

都は用途地域等の一括変更を実施することといたしました。台東区においては変更箇所が

４か所ございました。なお、この変更に伴い、既存不適格となるなど影響を受ける建築物

はございません。 

 項番２「変更箇所」です。別紙１「総括図」を御覧ください。Ａ３横のカラー刷りのも

のでございます。変更箇所は、浅草七丁目の山谷堀公園、それと上野公園地内、ＪＲ上野

駅公園口周辺、ＪＲ上野駅正面側の４か所でございます。それぞれについて簡単に説明を

いたします。 

 １つ目、浅草七丁目の山谷堀公園です。別紙２－１を御覧ください。これまで公園の中

心辺りに用途地域の境界がありましたが、公園の中心というものは曖昧であるため、その

境界を南側にあります道路の中心線に変更いたしました。これにより、用途地域が「商業

地域」だったものが「近隣商業地域」へ。それに伴いまして、特別用途の「第二種中高層

階住居専用地区」、こちらにも変更が生じております。 

 ２か所目の変更の場所ですが、上野動物園です。別紙２－２を御覧ください。動物園の

敷地と上野公園の敷地の境界が用途地域の境となっていましたが、上野動物園の正門の工

事ですとか、そういったもので境界の位置に変更が生じているため、現況の境界位置に用

途地域等の境を変更いたしました。この変更によって、用途地域は「第一種住居地域」で

あったものが「第一種中高層住居専用地域」、また逆のパターンもございます。そのよう

な変更が生じております。 

 ３か所目です。上野七丁目のＪＲ上野駅公園口周辺でございます。別紙２－３を御覧く

ださい。皆さん御存じのように、公園口駅前のロータリー化によりまして、敷地形状等に

変更が生じております。これに当たりＪＲが敷地の境界確認を行ったため、その境界確認

に基づいて用途地域等の境もその境界に合わせたものでございます。こちらの変更により、

「商業地域」と「第一種中高層住居専用地域」に変更が生じ、また、この用途地域の変更

に伴って、「第三種高度地区」「文教地区」及び「防火地域、準防火地域」、こちらに変

更が生じております。 

 続いて４か所目です。上野七丁目の上野駅正面側でございます。別紙２－４を御覧くだ
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さい。これまで容積率の境界線が入っていたところでございますが、その位置が全く曖昧

であったため、位置をずらして都市計画線からの距離を表示することで、その境を明確化

いたしました。これにより、容積率８００％と容積率６００％の違いに変更が生じており

ます。 

 それでは、資料１にお戻りください。 

 項番３「都市計画決定の区分」です。表のとおり、区域区分・用途地域は東京都で決定

いたします。なお、台東区では区域区分に変更はございませんでしたが、東京都市計画全

体で見た場合は、湾岸部に変更がありましたので、ともに都市計画法第１７条の縦覧等を

実施しております。また、都市計画法第１８条の区への意見照会が区域区分・用途地域に

関して来ております。 

 一方、区で決定するものは「高度地区」「特別用途地域である中高層階住居専用地区と

文教地区」「防火地域及び準防火地域」でございます。こちらに関しましては、都市計画

法第１７条の縦覧と、都市計画法第１９条の知事協議を実施しております。 

 続いて、項番４「これまでの経緯」でございます。記載のとおりで、令和４年３月に当

審議会に御報告し、変更原案について審議をいただきました。その案を東京都のほうへ提

出しております。続いて、９月に都知事への第１９条の協議に関して文書を送付しており、

１０月にはその回答を頂いております。続いて、１１月には東京都から第１８条の意見照

会が送付されております。そして１２月に第１７条の縦覧、こちらは東京都と同時に行い

まして、１２月１日から１５日まで実施をいたしました。そして、本日の都市計画審議会

でございます。 

 続いて、項番５「都市計画手続き」です。前項で経緯について説明いたしましたが、各

手続の詳細について説明をいたします。 

 まず、都市計画法第１７条の縦覧については、東京都決定の「区域区分」「用途地域」、

区決定の「高度地区」「中高層階住居専用地区」「文教地区」「防火地域及び準防火地

域」、こちら全て今回一括変更するものに関しては縦覧等を実施しております。１２月１

日から１５日の間で都市計画課の窓口で実施いたしましたが、縦覧申請や意見書の提出は

ございませんでした。 

 次に、都市計画法第１８条の意見照会です。都決定の「区域区分」「用途地域」につい

ての意見照会です。別紙４を併せて御覧ください。東京都から送付されました照会書を添

付させていただいております。これについて本日答申を頂きましたら、東京都のほうへ回
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答をしてまいります。 

 次に、都市計画法第１９条の知事協議についてです。区決定の「高度地区」「中高層階

住居専用地区」「文教地区」「防火地域及び準防火地域」について東京都のほうへ協議を

しております。こちらは９月２１日に区から都へ協議書を送付し、１０月１４日に「都と

して意見はありません」と協議結果通知書が都から送付されております。別紙５を御覧く

ださい。こちらが東京都から届きました協議結果通知書でございます。区が決定する４つ

の地区に関して、全て「都として意見はありません」と回答を頂いております。 

 それでは、資料１の項番６を御覧ください。「都市計画図書」についてです。別紙６と

しまして、「計画書・変更概要」を添付しておりますので御覧ください。台東区の変更の

内容について、それぞれ様式に基づき整理をしております。それぞれの変更内容につきま

しては、先ほど来言っておりますが、前回、昨年３月のほうで審議はいただいております。 

 また、別紙６を２枚めくっていただくと「参考」とあります。こちらは区域区分の東京

都市計画全体の計画書でございます。その参考の裏面を見ていただくと分かるように、江

東区、品川区、江戸川区など、湾岸部において区域区分、「市街化調整区域」ですとか、

そういったものに変更が生じているというところです。台東区では変更はありませんが、

都全体ではございますというところであります。 

 また、都市計画決定に当たっては、このほかに２，５００分の１の計画図等も作成して

おりますが、何分大きな地図になってしまいますので、本日は省略させていただいており

ます。 

 資料１の項番７「今後のスケジュール」を御覧ください。今年１月に都市計画法第１８

条の意見照会の回答。本日、答申を頂きましたら、速やかに東京都のほうに送付いたしま

す。続いて、２月、東京都のほうで都市計画審議会を開催します。そして今年の４月、都

市計画決定の告示を行う予定です。決定の告示につきましては、東京都と区で同日に行い

ます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。ただいまの事務局の説明にもありましたが、昨年の３月

に既に報告をもらっていて、変更内容については原案として審議会としては了承してきた

ものです。それと内容的な変更はないという説明でした。 

 また、本日は用途地域以外に、高度地区ですとか、防火地域、準防火地域等、区として

の都市計画決定をする事項についても、用途地域の変更に連動した微修正の変更がござい
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ます。これにつきましては、区で決定し、今後、都市計画決定の手続、資料の一番最後に

説明がありました２月の東京都都市計画審議会、これは開催して２３区を合わせて東京都

市計画区域として決定するはずなのですけれども、今は２３区だけですね。市のほうは、

用途地域は決められるようになりましたので、各市で決定して、東京都都市計画審議会の

日時に合わせて区としても実施できるように手続を進めさせていただくということです。

４月に都と、用途地域とその他の特別地域等は一斉に同時変更ということを告示するとい

うことになります。 

 そうした都市計画の決定の手続、それを実施するまでの間の手続を今後進めさせていた

だくということです。今日は最終的な御承認ということで、審議会としての意味合いとし

ては決定をさせてくださいということなのですが、御質問あるいは御意見がありましたら

承りたいと思いますが、何か御質問等はございますでしょうか。 

○委員 私もおさらいなのですが、この浅草七丁目のゾーン、ここに新たに「第二種中高

層階住居専用地区」というのが発生しているのですが、これは何でしたっけ。たしか「商

業地域」と「近隣商業地域」の間を整理するはずだったと思ったのですが。 

○事務局 こちら、今まで公園の中心で用途が分かれていたということで、公園の北側ま

では「近隣商業地域」になっていました。あわせて、特別用途地域である「中高層階住居

専用地区」もかかっていたということなので、用途が変わった部分は、特別用途も併せて

変更しております。なお、「中高層階住居専用地区」というのは、原則、建物の４階部分

から上は住居系にしてくださいという特別用途地域でございます。 

○委員 分かりました。ということは、新たに中高層がかかったところというのは、山谷

堀公園の中ということですよね。 

○事務局 そのとおりでございます。それと南側の道路の半分です。 

○委員 半分ですね。はい、分かりました。何でこれを伺ったかというと、用途地域とい

うのがどんな効力を発揮しているのかというところで、今、台東区内で若干いろいろな軋

轢といいますか、矛盾が生じてしまっていることが結構ございまして、特に台東区のほぼ

６割７割ぐらいがピンクの商業地域で、用途地域の都市計画法を読むと、商業に利便性と

かそういうものを与えることが商業地域の主な目的というふうになっているのですが、結

局のところ、容積率が高いことで、マンション建設ですよね。今までも区内の名だたる商

店街の中が、マンションのエントランスとか、駐車場の出入口になってしまって、商店街

が断裂していくようなことが結構あって、これはそのたびに地域では問題になってきたの
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ですが、そろそろこれは限界に来ているのかなと。特に直近の話で言うと、浅草六区入口

のちょうど交差点のど真ん中ですよね。あそこはまさに台東区の顔にもなるような商業ゾ

ーンが、角地はマンションになって、エントランスと駐車場の出入口しかつくられないと

いうことで、商業地として用途地域を指定しているにもかかわらず、商業自体にマイナス

になってしまう建物が―規制は住居には自由ですからそこまでかかりませんが、その問

題をやはり都市計画、あるいは用途地域の関係のほうからも、ぜひ何かしらの方策を考え

ていかないと、本来の用途どおりに、まちづくり、都市づくりが進んでいかないという課

題が出てきているかと思いますので、ぜひこの都計審の委員の皆さんにも、そうした課題

が今出てきている、昔からぽつぽつありましたが、やはり本当に厳しい状況になっている

ということを御理解いただいて、行政からも何らかの方策を立てていただきたいなという

ことを申し上げておきますが、何かお答えはありますでしょうか。 

○事務局 委員の御指摘のとおり、やはり既存の法律の中ではなかなか今、需要が多種多

様になってきているような状態で、規制するということが難しいという状況が現れている

ことは事実でございます。そのような中で、区民の方々が自らの発案で様々な誘導を図っ

ていくような形を今、検討を始めているところでございます。そういった中で、しっかり

としたまちづくりを今後も進めていきたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員 分かりました。そうした計画が上がるたびに、地域の人たちが非常に苦労する、

あるいはその商店街やまちづくりをしている方たちが本当に苦慮するという状況が続いて

います。よく御存じのこととは思いますが、わざわざ都市計画をつくり、そして用途を指

定し、さらには商業地域というのは商業の活性化のために資する地域というふうに定めて

いるにもかかわらず、それをマイナスになるような建築物が合法的に堂々と立ってしまう

ということは、何らかの一石を投じなければならないなということを申し上げて、今回の

諮問に関しては賛成、了承ということでお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。事務局、いいですか。 

 会長として一言コメントさせていただくと、都市計画マスタープランというのを平成

31 年に改定しました。そのときに、台東区のまちづくりを今後どう進めるかということ

で、まちづくり条例をつくって、地域の皆さんと行政とがどういうまちにするのかという

ことを、意見を合わせて取り組んでいく必要がある。例えば、地区計画ということを区民

の皆さんと行政とで都市計画法に基づいて決定して、「１階、２階はこういう用途にしま
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しょう」ということを地区計画で規定すれば、それは法的に効力を持つわけです。区の全

域ではなくて、その地区計画の範囲内に限って。そういうことを今後やっていかないと、

国の法律は最低限の基準ですから、それを守っていますというまちづくりは最低限のまち

づくりにつながりかねないので、ぜひ総合的にどんなまちを目指すかということで、「総

合的なまちづくり条例をつくって進めてください」というお願いをして都市マスを承認さ

せていただいた気がしているのですが、ぜひともそこをそろそろその方向で進めていくよ

うな動きをぜひ取っていただく必要があるのかなと改めて思いますので、用途地域という

法律が定める最低限の制限を上回るまちづくりをどう進めるかという御意見だということ

も含めて、ぜひ事務局では受け止めておいていただければと思います。以上です。 

○事務局 承知いたしました。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。―ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御意見、御質問はないということでございます。今お話ししたように、

今後、この用途地域等を含めてどんなまちづくりをするかということについては、ぜひ改

めてまちづくりとしての方策等を検討して進めていただければと思います。 

 それでは、今日諮問されました本件につきましては、用途地域の変更と、特別用途地区、

高度地区、防火地域の変更ですけれども、承認するということで答申させていただくとい

うことで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。御異議ございませんので、「東京都市計画区域区分の変

更」「東京都市計画用途地域の変更」に関する東京都からの意見照会については、「意見

なし」として承認をいたします。また、「東京都市計画高度地区の変更」「東京都市計画

中高層階住居専用地区の変更」「東京都市計画文教地区の変更」及び「東京都市計画防火

地域及び準防火地域の変更」の都市計画決定につきましては承認をさせていただきます。 

 以上のとおり答申をさせていただいて、２月、４月に向けて手続を事務局で進めていた

だこうと思います。よろしいでしょうか。―ありがとうございます。 

 答申文につきましては、後ほど私から区のほうにお渡しして、区長に届けていただこう

と思っております。ありがとうございました。 

 

（２）その他 

 それでは、ほかに御質問等がなければ、次に、次第の「その他」ということになります
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が、事務局より何かございますでしょうか。 

○事務局 それでは、次回の都市計画審議会の予定でございますが、現在のところまだ決

定はいたしておりません。開催が決まりましたらば御連絡を申し上げますので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

○会長 ありがとうございます。ということは、本年度中はないと思っていいということ

ですか。新年度に入って、４月以降？ 

○事務局 はい、４月以降を予定しております。 

○会長 ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議事は以上で終了いたしましたので、審議会としては議事終了です。

マイクを事務局にお返しいたします。 

 

５ 閉  会 

○事務局 本日はお忙しいところ本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和４年度第２回台東区都市計画審議会を終了させていただきます。 

 本日は本当にありがとうございました。 

 

午後２時３４分 閉会 

 


